
犯罪や交通事故などの被害に遭われた方や、事件・事故で大切な人を亡くされたり
傷つけられた方々は、心理面や日常生活、司法手続きへの対応など様々な問題に直面
し、困難な生活を強いられています。
紀の国被害者支援センターは、１９９７年５月に設立し、電話・面接による相談や
裁判への付添いなどの支援を行う民間の被害者支援団体です。
２０１１年２月に和歌山県公安委員会から「犯罪被害者等早期援助団体」に指定さ
れています。
当センターでは現在約４０名が支援活動員として「いつでも、どこでも、同じレベ
ルの支援提供」を目標に支援に取り組んでいます。
被害者等のニーズに的確に応えるため、一緒に支援活動に取り組んでいただける方
を募集いたします。
経験豊かな講師陣による研修内容は、被害者等への理解を深めるうえでも良い機会
となるものと思います。
皆様のご応募をお待ちしています。

公益社団法人
紀の国被害者支援センター

被害者支援活動員養成講座
― 第２４期　受講生募集 ―

後　援

主　催

和歌山県	 和歌山県警察	 和歌山県教育委員会
和歌山県市長会	 和歌山県町村会	 和歌山弁護士会
和歌山県公認心理師協会	 和歌山県臨床心理士会	 朝日新聞和歌山総局
産経新聞社	 毎日新聞和歌山支局	 読売新聞和歌山支局
ＮＨＫ和歌山放送局	 わかやま新報	 ニュース和歌山㈱　
㈱和歌山放送	 ㈱テレビ和歌山	 ㈱和歌山リビング新聞社

和歌山県公安委員会指定	犯罪被害者等早期援助団体
公益社団法人	紀の国被害者支援センター

【講座の申し込み・お問い合わせ】

公益社団法人	紀の国被害者支援センター
ＴＥＬ　０７３−４２７−２１００
ＦＡＸ　０７３−４８８−６２１９
Ｅメール：kvscwakayama@mirror.ocn.ne.jp

和歌山県民文化会館
　和歌山市小松原通１丁目１番地

《会場へのアクセス》
〇南海電鉄「和歌山市」駅
・バス（和歌山バス）：

（「マリーナシティ」「和歌浦口」「医大病院」行：約 10 分）
→「県庁前」バス停、徒歩約 4 分

〇 JR「和歌山」駅
・バス（和歌山バス）：

（「県庁前」「和歌浦口」等 行：約 10 分）
→「県庁前」バス停、徒歩約 4 分

〇車でお越しの方は、会場南側有料立体駐車場、
　又は近くのコインパーキングをご利用ください。
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和歌山県民文化会館 案内図
N

会　場　案　内

受付時間　月～金　10：00～17：00　　土　13：00～16：00（祝日、年末年始は除く）

お問い合せ先：公益社団法人 紀の国被害者支援センター ☎073-427-2100

※「贈与承諾書」が必要ですので「紀の国被害者支援センター」にお申し付け下さい。

使用しない金券等が犯罪被害者等の支援に役立つ社会貢献のプロジェクトです。
（対象品：商品券、切手や書き損じ葉書、テレカや図書カード、ビール券や旅行券など）
ご寄付いただいた金券等は当センターと提携している業者に委託し、査定した金額が当センターに寄付されます。

金券de支援

皆様のご協力をお願いします

読み終えた本を寄付する気軽に参加できる社会貢献の一つです。
読み終えた本の売却金が当センターの活動に活かされます。
※ISBNコード（規格品番）の付いた本・CD・DVD・ゲーム等が対象となります。

ホンデリング 〜本でひろがる支援の輪〜
あなたの本のご寄付で、犯罪被害に遭われた方々への支援の輪が広がります。



１．募集人員	 ３０名（諸事情によりお断りすることがあります。）
２．受講資格	 年齢２０歳以上の心身ともに健康で、全日程を受講できる方
	 ①犯罪被害者支援の趣旨に同意し、その活動に参加したい方
	 ②犯罪被害者支援について学びたい方
	 ③職務上、犯罪被害者支援について学ぶ必要がある方
	 （各種相談・行政窓口担当者等）
３．会　　場	 和歌山市小松原通１丁目１番地　和歌山県民文化会館　６階
４．申込み要領等
センター所定の「申込書」に必要事項を記入し下記まで送付又は持参（平日）してください。
〒６４０－８２４９　和歌山市雑賀屋町１番地　　和歌山県土地改良会館５階
　　　　　　　　　　「公益社団法人	紀の国被害者支援センター	活動員募集係」

　　申込受付	 ５月１日（木）～６月 6日（金）必着
　　申	込	金	 ２，０００円（初日の無料公開講座のみ受講の方は必要ありません。）
	 ６月１４日（土）までにお振り込み又はご持参（平日）してください。
	 郵便振替　００９４０－５－４８２７８
	 加入者名　紀の国被害者支援センター
	 ご入金いただいた申込金は返金できませんのでご了承ください。
	 ※　受講が決定した方には別に案内を致します。

基礎コース　（詳しくは次ページ参照）
〇　前期
　　　日　程　　６月７日（土）（無料公開講座）、１４日（土）、２１日（土）の３日間
　　　受講料　　３，０００円【講座第 2回の 6月 14日までにご持参ください。】
〇　後期
　　　日　程　　６月２８日（土）、７月５日（土）の２日間
　　　受講料　　３，０００円【後期講座初回の 6月 28日までにご持参ください。】
　　　　　　　　前期日程を終了された方で受講を希望される方を対象とします。
　　　　　　　　ご入金いただいた申込金は返金できませんのでご了承ください。

★　基礎コース（前・後期）終了後に修了書をお渡しします。
　　所定の手続きを経て後日開講の専門コースを受講することができます。（受講料は無料）
　　専門コース終了後、ボランティア支援員として広報啓発活動等に参加していただけます。

被害者支援活動員養成講座募集要項 第 24 期 被害者支援活動員養成講座　基礎コース　（前期）
場所　 和歌山県民文化会館

日　　　程 講　　義　　内　　容 講　　　師（敬称略）

6月7日（土）　第1回　　6階　特別会議室B
13:00～13:20 開講式・オリエンテーション 理事長・参与・事務局

13:30～16:00
無料公開講座	

犯罪被害者支援とは何か
　　犯罪被害者支援の発展・歴史・歩み
　　犯罪被害者支援の意義・必要性
　　人を援助するということ（エクササイズ）

大分看護科学大学
関根　剛　准教授

6月14日（土）　第2回　　6階　特別会議室B

10:00～10:50
警察の犯罪被害者支援・犯罪被害給付制度の概要
犯罪被害に遭うということ・警察捜査の流れ

和歌山県警察本部

11:00～12:00 弁護士の役割と被害者支援・刑事裁判の流れ 弁　護　士

12:00～13:00 昼　　　食

13:00～14:30 犯罪被害者の声を聴く 被　害　者

14:40～16:30
犯罪被害者への関わり方の留意点(被害者の声を受けて、二次被害）
支援者の二次受傷

臨床心理士・訓練委員長

6月21日（土）　第3回　　4階　403号室　　
13:00～14:00 検察における犯罪被害者支援・刑事手続きの流れ 検　察　官

14:10～16:00 犯罪被害者等の受ける心理的影響と心理療法 臨床心理士

16:10～ 修了式 事　務　局

第 24 期 被害者支援活動員養成講座　基礎コース　（後期）
場所　　和歌山県民文化会館

日　　　程 講　　義　　内　　容 講　　　師（敬称略）

6月28日（土）　第1回　　6階　特別会議室B

10:00～12:00
民間団体による被害者支援
（犯罪被害者等の受ける影響と具体的な支援の方法）

※NNVS認定
相　談　員

12:00～13:30 昼　　食（交	流	会）

13:40～15:30
被害者支援の倫理
支援者自身のストレスマネジメント

臨床心理士

15:40～17:00 性犯罪被害者の実態と心身の治療 産婦人科医

7月5日（土）　第2回　　6階　特別会議室B

10:00～12:00
電話相談とは
電話相談の受け方・マイクロカウンセリング・ロールプレイ

臨床心理士

12:00～13:00 昼　　食	

13:00～14:30 ソーシャルワークに基づく被害者支援・社会福祉制度 社会福祉士

14:40～16:10 犯罪被害者が受ける精神的影響と治療 精	神	科	医	

16:20～ 修了式・今後の予定 理事長・参与・事務局
※NNVS＝公益社団法人　全国被害者支援ネットワーク


